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患者申出療養に関する説明および確認書
患者さまから申出のあった療養について、九州大学病院患者申出療養検討部会での検討の結果、患者申出療養として国（厚労省）へ申請する手続きを開始することに決定いたしました。国への申請手続きを開始するにあたり、以下の点について、患者さまにご理解いただき、手続きの継続の意思を確認させていただきます。
· 申出を行う内容について
下記の内容で、患者申出療養制度を国に申請する予定です。
疾患名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
申出に係る療養の名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
· 手続きにかかる時間について
患者申出療養申請のためには、治療法や検査のスケジュールについて詳細に検討し、使用する医薬品、医療機器、または再生医療等製品の入手方法などを調整します。また申出を行う治療法の安全性や倫理面、実現性などについても十分な検討を行います。九州大学病院臨床研究審査委員会、九州大学患者申出療養評価委員会での審査を経て、国へ患者申出療養の申請を行います。
国へ申請を行うまでに、およそ　　　　　　　　　　　　　　　　かかる予定です。
国は申請を受領後、およそ６週間以内に審査を行います。
· 費用について
患者申出療養では、使用する医薬品、医療機器、または再生医療等製品や臨床試験にかかる費用は保険適用となりません。（高額療養費制度は利用できません。）
自己負担額は、およそ　　　　　　　　　　　　　　　　　となる予定です。
□　以上の点を理解し、患者申出療養の手続きを継続することに同意します。
□　以上の点を理解し、患者申出療養の手続きを継続することを希望しません。
希望しない理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
年　　　　　月　　　　　日
　患者氏名（署名）　　　　　　　　　　　　代諾者（署名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
説明者氏名　　　　　　　　　　　　　　

